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日本ALS協会埼玉県支部、人工呼吸器メーカー、埼玉県、
及び東京電力パワーグリッドで、必要な範囲内で個人情報
を利用することについて、ALS患者は、主治医と予め面談し、
同意を得た上で、同意書を提出する。

概 要概 要

災害時において、ALS患者の情
報を人工呼吸器メーカー、県が共
有し、ALS患者の安全を確保する
旨の協定を日本ALS協会埼玉県
支部、人工呼吸器メーカー及び
埼玉県において締結。

台風

豪雨 豪雪

地震
【参考】
災害対策基本法

（指定公共機関及び指定地方公共機関の責務）
第六条 （略）

２ 指定公共機関及び指定地方公共機関は、そ
の業務の公共性又は公益性にかんがみ、それ
ぞれその業務を通じて防災に寄与しなければ
ならない。

ALS患者

埼玉県

人工呼吸器
メーカー

安否確認

（事前）

情報提供に
関する同意

安否情報
提供

(日本ALS協会埼玉県支部）

※これまで
県も独自に
安否確認を

実施

東京電力
パワーグリッド

協定協定

災害対策基本法
指定公共機関

連携



3

令和5年度協定に関する改訂の内容
➢１．安否確認を行うタイミング

「非常に強い」又は「猛烈な」台風が直撃する見込みの場合
としていたが、警戒レベル３を目安とする。

協定の実効性を確保するために協定の実効性を確保するために

協定第２条

・震度５弱以上の地震発生時
・埼玉県を「非常に強い」又は「猛烈な」台風が直撃する見込みの場合
・県が独自に定める災害等の発生時



参 考 4

気象庁資料を一部修正
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令和5年度協定に関する改訂の内容
➢２．安否確認の情報報告のタイミング
第１報は 速やかに報告するものとする。

原則、 発災後２４時間以内

➢３．同意者リストの年1回以上の全体更新
例）住所、人工呼吸器メーカーなど

協定の実効性を確保するために協定の実効性を確保するために
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同意書提出者 ２２人

人工呼吸器メーカー
東京電力
県内保健所

情報連絡会 定期開催（年２回予定）
構成︓人工呼吸器メーカー、ＡＬＳ協会事務局、埼玉県
R5第１回情報連絡会 ４月開催済

現在の締結状況（R5年10月末時点）現在の締結状況（R5年10月末時点）

該当者を随時情報共有
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ご清聴ありがとうございました。

6月「台風２号の影響による大雨」、９月「台風13号」の際に
人工呼吸器メーカーから、協定に基づく安否確認情報が提供されました。
安否確認情報について、該当保健所へ情報提供しました。

引き続き、協定の実効性を確保するために、協定締結者及び保健所との連
携に努めます。


